
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 20年度より 

パソコン相談 
が変わります。

変わりました！ 

●2 回目以降の相談が有料になります。 
 同一会員事業所における２回目以降のパソコン相談が有料になります。

  

 １回目  ：無料 

 ２回目以降：3,000 円/1 回（相談日当日にお支払いください） 
※同一事業年度内に限ります（商工会の事業年度は 4/1～3/31 です）

 

●予約は、毎月第２金曜日までに。 
 毎月第２金曜日までにお電話にて予約をしてください。 

（祝祭日にあたる場合はその前日まで）

従来どおりです。 

●パソコンに関する個別相談会です。 
ご相談の内容によっては、対応できない場合がありますので、 

お問い合わせください。 

 

●開催日は毎月第３水曜日です。 
  13:30～16:30、１コマ１時間の予約制です。 

 （祝祭日にあたる場合は、事務局までお問い合わせください） 

 

●予約はお電話にて。 
 綾瀬市商工会、0467-78-0606 まで。（開館(受付)時間 8:30～17:15）

相談内容、受講者 等をお伝えください。 


